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徳島県国土強靱化地域計画策定検討委員会設置要綱

（目的）

第１条 「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化

基本法」第１３条に基づく「国土強靱化地域計画」の策定に当たり、様々な分野の学識

経験を有する者等から幅広く意見を集約するため、徳島県国土強靱化地域計画策定検討

委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（掌握事務）

第２条 委員会は、次に掲げる事項について、協議及び検討を行うものとする。

（１）国土強靱化基本法で規定する「国土強靱化地域計画」に関する事項

（２）前号に掲げるもののほか、「国土強靱化地域計画」の策定に関し必要な事項

（構成）

第３条 委員会は別表１に掲げる委員により構成する。

２ 委員会にエグゼクティブアドバイザーをおく。

３ エグゼクティブアドバイザーは別表２のとおりとする。

４ 委員の任期は、「国土強靱化地域計画」の策定までの期間とする。

(委員長）

第４条 委員会に委員長をおく

２ 委員長は、委員の互選により定める。

３ 委員長は委員会をとりまとめ、委員会を代表する。

（委員会）

第５条 委員会は、委員長が必要に応じ、招集する。

２ 委員長は、必要と認める場合は、委員会に委員以外のものの出席を求め、説明または

意見を述べさせることができる。

（事務局）
第６条 委員会の事務は、徳島県危機管理部南海地震防災課において処理する。

（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定め

る。

附 則

この要綱は、平成２６年８月１日から施行する。



別表１（第３条関係）

氏 名 役 職 名 等 備 考

１ 岩﨑 啓二 徳島県市長会事務局長

２ 加藤 研二 阿南工業高等専門学校准教授

３ 川長 光男 徳島県町村会常務理事

４ 川原 哲博 一般社団法人 徳島県建設業協会会長

５ 小森 將晴 日本赤十字社徳島県支部事務局長

６ 近藤 光男 徳島大学大学院教授

７ 近藤 美樹 徳島文理大学准教授

８ 阪根 健二 鳴門教育大学大学院教授

９ 佐々木 雅浩 日本銀行徳島事務所長

10 中野 晋 徳島大学大学院教授

11 永井 雅巳 徳島県立中央病院病院長

12 長戸 正二 四国旅客鉄道(株)総合企画本部担当部長

13 根岸 徳美 NPO法人 とくしま山・すまい・まちネット理事

14 福島 明子 四国大学講師

15 藤枝 正俊 西日本電信電話(株)徳島支店長

16 守家 祥司 四国電力(株)徳島支店長

17 矢野 幹雄 徳島県土地改良事業団体連合会常務理事

18 山本 紘一 徳島県中小企業団体中央会会長

別表２（第３条関係）

氏 名 役 職 名 等 備 考

ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ 奥野 信宏 中京大学教授

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 金田 義行 名古屋大学特任教授

※５０音順、敬称略


